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第１ はじめに 

本件災害は、約４８，０００㎥にも及ぶ土砂が、土石流となって高速で逢初川

を流れ下り、住宅地を襲い家屋等を押し流し、死者２８名（直接死２６名、関連

死１名）という人的被害を引き起こすとともに、１４２世帯・１３６棟の物的被

害をもたらしたものである。 

本件において、被告らは本件土石流（本件災害）の発生について責任を争って

いるが、準備書面（１）においても主張しているとおり、事業者らにおいて違法

な盛土を繰り返し、また、行政においてはその違法性を認識しながら適切な対応

を怠り、それらが盛土の崩壊を招き本件土石流が発生したことからすれば、被告

らが責任を負わないことはあり得ない。他方で、本件においては、各被告らの責

任の評価のために、各被告らの行為・不作為がどのように本件土石流の発生に影

響したのか、その影響の程度も含め審理の中で詳細に明らかにされる必要がある

が、事実経過が極めて複雑な本件においては、被告らが責任を争う中で、本件土

石流に係る責任の審理にも一定の期間を要すると考えられる。 

  そのため、本件においては、責任に係る審理と並行して、原告らに生じた損害

についても早期に審理を進めるべきである。また、土石流が逢初川の中下流域の

周辺地域を流れ下り、原告らの人命・身体・財産に多大な被害を及ぼした本件に

おいては、後記の通り、その損害の内容も多岐に渡り、詳細な立証を要するほか、

また原告数も多数に及ぶ中で、損害の整理にも一定の期間を要するものと考えら

れる。さらに、損害に係る事実認定、評価を適切に行うにあたっても、裁判所に

本件の被害の実態を早期に把握していただくことが必要であると考える。 

  以上のことから、頭書原告らにおいては、順次、損害に係る具体的な主張、立

証を行っていくものである。 

  本書面では、まず、甚大な被害をもたらした本件土石流と、被災した原告らな

いしその家族（以下「本件被害者ら」という。）の生活領域との位置関係を明らか

にし、本件事故による被害実態の概要を明らかにする。 
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第２ 本件土石流による被害実態 

 １ 被災した住居等の位置 

   本件被害者らの住居、畑、駐車場等の位置は、以下のＧｏｏｇｌｅ Ｅａｒ

ｔｈの航空写真上に、赤色で示した場所である（甲イＳ１－１、甲イＳ１－２、

甲イＳ１－３、甲イＳ１－４―本件被害者らの住居等の位置。原告（世帯）番

号は別紙のとおり。）。 

 
 ２ 本件土石流の流下状況 

   本件土石流の流下状況や範囲については、静岡県の令和４年９月８日付「逢

初川土石流の発生原因調査報告書」４－１以降に、その概要が報告されている。

同報告書に掲載されている時系列図に、本件被害者らの住居等の位置を照らし

合わせ、本件土石流の流下状況との位置関係を明らかにしたものが、以下の表

である（数字は原告（世帯）番号を示す。）。 
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時刻等 流下状況・範囲 概要 
10:28  
 
第１波 

 
（甲イＳ２） 

１０：２８の少し

前、粘性度の高い本

件土石流が「爆発す

るような勢い」で谷

出口に到達し、建設

資材倉庫や住家が

流失した（図４－

６）。その後少なく

とも３回の段波が

谷出口で確認され、

その一部は泥を主

体とした流速２m/s
程度のゆっくりし

た流れである。１

０：４２時点では先

頭部は指導伊豆山

神社線付近で停止

している。 
10:55 
 
第２波 

 
（甲イＳ３） 

１０：５３に逢初川

源頭部の左岸側崩

落が発生し（これは

水道管破断記録よ

り特定）、１０：５

５に最大規模の段

波（第２波と呼ぶ）

として市道伊豆山

神社線に到達し、多

くの人家を破壊し

た（図４－７）。こ

の流速は８～９m/s
程度、流量は２００

０㎥/s程度と推定さ

れる。この段波の末

端停止地点は不明

だが、新幹線横過部

上流までは至って

いない。（ただし、

水分量が多いもの

は流下していた可

能性がある。） 
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10:59 
 
第３波 

 
（甲イＳ４） 

１０：５９、市道

伊豆山神社線付

近で再び本件土

石流の流下が確

認された（第３波

と呼ぶ）（図４－

８）。第２波の堆

積土砂が再移動

したもののよう

に見える。この段

波も新幹線横過

部上流までは至

っていない。 

11:00
すぎ 
 
小康状

態 

 
（甲イＳ５） 

１１時すぎ、小康

状態。 
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11:15 

 
（甲イＳ６） 

１１：１５、新幹

線横過部上流で、

瓦礫と土砂が上

流から極めてゆ

っくりと押し出

された後、それに

覆い被さるよう

に明瞭な段波が

流下し（第４波と

呼ぶ）、次いです

ぐ後にさらに大

規模な段波が流

下した（第５波と

呼ぶ）（図４－１

０）。 

12:00
まで 
 
小康状

態 

 
（甲イＳ７） 

１２時までの小

康状態。 



7 

12:10 
 
第６波 

 
（甲イＳ８） 

１２：１０、逢初

橋に流速１m/s程
度のゆっくりと

した流れが流下

（第６波と呼ぶ）

（図４－１２）。

この流れは道路

下にある河道で

はなく道路上を

流下してきた。 

13:47 
 
第７波 

 
（甲イＳ９） 

１３：４７より後

の時刻で、逢初橋

付近の人家が後

ろからゆっくり

押されるように

倒壊したことか

ら、第６波と同様

の高粘性の流れ

が流下したと考

えられる（第７波

と呼ぶ）（図４－

１３）。 

 

    以上の流下概要を、各波ごとに主だった時間ごとに、どの範囲で本件土石

流が流下したかと、その時の流速・流量を１枚にまとめたものが図４－１４

の総括図であり、これに、本件被害者らの位置情報を照らし合わせたものが、

以下の図である（甲イＳ１０）。 
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   以上の本件土石流の流下状況及び範囲と本件被害者らの住居等の位置関係か

らわかるように、本件土石流は、おおむね第１波及び最大規模の第２波の時点

で本件被害者らの住居等に到達し、その後、段波として幾度となく押し寄せた

ものであった。本件土石流が、高速で住宅地を縦断するように流下したことで、
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避難する間もなく自宅もろとも流された被害者も少なくなく、人命と財産に対

して極めて甚大な被害をもたらした。また、このような甚大な被害を生じたこ

とで、その後も多くの被害者らが帰宅困難となり、従前の平穏な生活長期的に

奪われることとなった。 

 

第３ 避難の実態 

１ 立入禁止区域・警戒区域の設定 

   本件災害により、本件土石流の流下範囲にいた住民らは、事実上避難を強い

られたが、法的には以下のとおり、災害対策基本法に基づく立入禁止区域ない

し警戒区域等の設定・変更等により、立退き避難が強いられ、居住地等への立

ち入りが禁止された（甲イＳ１１―大雨に関する情報）。なお、災害対策基本法

第６３条第１項に基づいて設定された警戒区域への立ち入りは、１０万円以下

の罰金または拘留という刑事罰をもって禁止されているものである（同法第１

１６条第２号）。 

 
日時 発令内容 
R3.7.3 
AM11:05 
 

熱海市市民生活部危機管理課から、市内全域に土砂災害警戒レベル

５「緊急安全確保」が発令された。同発令は、第３波の約６分後、

第３波の後のことであるが、伊豆山の本件災害発生地域は、原則立

退き避難となった。 
R3.7.7 
PM2:50  

伊豆山地区の一部（災害発生地域）については、引き続き、土砂災

害の発生の恐れが極めて高いことから、警戒レベル５「緊急安全確

保」が継続された。それ以外の地域は警戒レベル３「高齢者等避難」

に切り替えられた。 
R3.7.12 
PM0:00 

伊豆山地区の一部（災害発生地域）については警戒レベル５「緊急

避難確保」を継続し、同地域を除く市内全域に発令されていた警戒

レベル３「高齢者等避難」も解除された。 
R3.7.18 
PM2:00 

伊豆山の一部地域に、以下の区域の設定がなされた（甲イＳ１２―

緊急安全確保区域の変更及び捜索活動と生活再建等を優先する区

域の設定について）。 
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・ 緊急安全確保解除区域（赤い斜線外側の部分） 
・ 捜索活動の拠点区域（ピンクで表記） 
・ 段階的な生活再建をめざす区域（グリーンで表記） 
・ 立入禁止する区域（赤い斜線で表記） 
・ 捜索活動優先道路（ピンクで表記） 
・ 生活再建優先道路（黄色で表記） 

R3.7.29 
PM3:00  

国道１３５号線通行止め解除に伴い、国道１３５号線の足川交差点

から伊豆山交差点に係る地域について立ち入り禁止等の制限が解

除された（甲イＳ１３―２０２１年７月２９日 国道１３５号線通

行止め解除に伴う立ち入り禁止区域等の変更について）。 
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R3.7.31 
PM0:00  

捜索活動の方法や重点範囲に見直しがあったことから「立入禁止区

域」（赤枠）の見直しがなされた（甲イＳ１４の１―２０２１年７

月３１日 立ち入り禁止区域の見直し、甲イＳ１４の２―甲Ｍの１

に本件被害者らの位置を加筆したもの）。 

 
R3.8.16 
AM9:00 

災害対策基本法第６３条第１項に基づき警戒区域が設定され、同地

域への立ち入りが、災害応急対策に従事する者を除いて原則禁止さ

れた（甲イＳ１５―土砂災害発生のため立ち入り規制を行います）。

かかる警戒区域の設定に伴い、伊豆山知育の一部（災害発生地域）

に発令されていた警戒レベル５「緊急安全確保」が解除された。 

 
R5.9.1 
AM9:00 

上記警戒区域が解除された（甲イＳ１６―災害対策基本法第６３条

第１項に基づく警戒区域を解除します）。 
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   以上のように、本件災害の発生地域は、少なくとも発災の直後から令和５年

９月１日までの間は、緊急安全確保ないし警戒区域の設定により、事実上又は

法律上立退き避難ないし立入禁止が強いられ、居住地等への立ち入りが制限さ

れることとなった。 

   ただし、令和５年９月１日に警戒区域の設定が解除されたことをもって、災

害発生地域内に居住していた住民らが一斉に帰還することができたわけではな

い。警戒区域の設定解除の時点においても、ライフラインの復旧予定が立って

いない地域や、住居の修繕工事等をしなければ住むことができない世帯が大部

分であった。そのため、警戒区域の設定が解除されてもなお、本件被害者らは

現実に居住地に帰還することができず、現在も避難先での生活を余儀なくされ

ている世帯も少なくない。 

   以上のとおり、本件被害者らは、発災後少なくとも２年以上にわたる避難を

余儀なくされ、一部の被害者については、帰還の具体的目途が立たず現在もな

お避難生活を継続していることから、本件災害における避難による被害の実態

についても、極めて重大で看過できない精神的損害が生じたものといえる。 

 

第４ 損害の類型 

   本件事故の発災により、以上のような本件土石流の流下による物理的ないし

直接的な被害と、警戒区域等の設定及び復旧・帰還の困難性からの長期的な避

難生活による被害の実態があった。 

そのため、本件被害者らには、本件土石流が物理的ないし直接的に人命や奪

い、財産を流失ないし損壊したこと等によって生じた生命・身体・財産的損害

及び精神的損害のほか、さらに、避難生活を余儀なくされたことによって生じ

た実損や精神的損害等があるといえる。 

   本件土石流による被害のより詳細な実態、また本件土石流によって本件被害
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者らに生じたこれらの損害の算定方法及び損害額についての詳細は、次回準備

書面以降追って主張する予定である。 

以上 

 




